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化学物質安全対策部会について（化審法） 

 

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約対象物質の 

化審法第一種特定化学物質への指定及び所要の措置について 

 

１．背景  

（１） 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（以下「POPs条約」という。）

の締約国会議において、同条約の附属書Ａに追加することが決定された化学物質に

ついては、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用等を原則禁止する等の廃

絶するための措置が講じられることとなり、「化学物質の審査及び製造等の規制に関

する法律（昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。）」においても、POPs条

約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質検討委員会（以下「POPRC」とい

う。）での検討を踏まえて、薬事審議会において、第一種特定化学物質に指定するこ

と等について審議することとしている。令和６年３月以降は、①第一種特定化学物質

に指定することが適当とされたデクロランプラスに係る所要の措置について、②ペ

ルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）関連物質の第一種特定化学物質への指定及

び所要の措置について、③第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸（PFOA）

関連物質として規定する化学物質について審議した。 

（２） ①については、令和５年12月11日の化学物質安全対策部会にて、第一種特定化学

物質の指定及び所要の措置を審議し了承された（令和５年12月20日の薬事分科会へ

報告）。その後に実施したパブリックコメントにより意見を募集した結果、デクロラ

ンプラスの化審法第25条に基づく例外的に使用を認める用途の指定等について、改

めて検討が必要な事例が確認されたことから、令和６年７月30日の化学物質安全対

策部会にて、再度審議した。 

（３） ②については、POPs条約の附属書Ａにペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）

とその塩及びPFHxS関連物質のに追加が決定されたことを受け、PFHxS関連物質の第一

種特定化学物質への指定及び所要の措置を令和６年７月30日の化学物質安全対策部

会にて審議した。なお、PFHxSとその塩については、令和５年２月17日の化学物質安

全対策部会にて第一種特定化学物質に指定することについて審議し了承され、令和

６年２月１日に第一種特定化学物質に指定した。 

（４） ③については、令和６年２月15日の化学物質物質安全対策部会にて第一種特定化

学物質として指定することについて審議し了承され、令和６年７月10日に公布した

政令において指定したところ、同政令においては、例外的に使用することが認められ

る用途が指定された２物質以外の個別具体的な物質は、厚生労働省令、経済産業省令、

環境省令（以下「三省省令」という。）で定めるとされていることから、三省省令に

おいて規定する具体的な物質について、令和６年７月30日の化学物質安全対策部会

にて審議した。 

 

資料 No.３ 
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２．化審法による対応  

（１）デクロランプラスに係る所要の措置 

Ⅰ例外的な使用を認める用途の指定 

パブリックコメントにて意見があった用途に関して、事業者へのヒアリング等を

行ったところ、継続して使用の予定があり、他の物質による代替が困難であると判

断された。当該用途は POPs条約で除外が認められており、かつ代替が困難と認めら

れるため、第一種特定化学物質の使用を認める用途を下表のとおり指定することが

適当であるとされた。 

化学物質 化審法第 25条に規定する政令で定めるべき用途 

１，２，３，４，７，８，９，10，

13，13，14，14－ドデカクロロ－１，

４，４ａ，５，６，６ａ，７，10，10

ａ，11，12，12ａ－ドデカヒドロ－

１，４：７，10－ジメタノジベンゾ

［ａ，ｅ］［８］アンヌレン（別名デ

クロランプラス） 

・防衛産業で用いる断熱材の製造 

※用途についての表現の仕方は今後、変更がありうる。 

 

（２）PFHxS関連物質の第一種特定化学物質への指定及び所要の措置 

Ⅰ第一種特定化学物質への政令指定 

PFHxS 関連物質を第一種特定化学物質に指定することとし、その指定に当たって

は、PFHxS 関連物質に関して POPRC が示した具体的な対象物質に係る各国における

規制の参照となるような例示的なリスト（以下「例示的リスト」という。）の変更

があっても機動的に第一種特定化学物質として指定できるようにするため、下表の

とおり、POPs 条約における定義を引用した PFHxS関連物質の外延として政令に規定

し、具体的な物質群は三省省令において別途指定することとされた。 

なお、三省省令で別途指定する具体的な物質は、例示的リストに収載されている

物質の中から、文献情報等を踏まえ、環境中で分解して PFHxSを生成することが十

分に考えられる物質として、以下の要件を満たすものについて、今後開催する化学

物質安全対策部会の意見等を聴いた上で、三省省令において指定する。 

（要件） 

C6F13S(=O)
2-を構造要素としてもつ化合物のうち、PFHxS 誘導体（PFHxS のエステ

ル、酸ハロゲン化物又はアミド） 

化学物質※１ 
CAS番号※２ 

（参考） 

化審法官報 

公示整理番号※２ 

（トリデカフルオロアルキル）スルホニル基（炭

素数が６のものに限る。）を有する化合物であつ

て、自然的作用による化学的変化によりペルフル

111393-39-6 

55591-23-6 

423-50-7 

2-2814 

2-2815 

等 
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オロ（ヘキサン－１－スルホン酸）又はペルフル

オロ（アルカンスルホン酸）（構造が分枝であつ

て、炭素数が６のものに限る。）を生成する化学

物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省

令で定めるもの 

254889-10-6 

38850-52-1 

等 

※１化学物質名については、対象となる化学物質が変更されない範囲で必要に応じて変更すること

がある。 

※２CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。 

 

Ⅱ輸入を禁止する製品の指定 

Ⅰの表に掲げる化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使

用されている製品の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとお

り輸入禁止製品を指定することが適当であるとされた。 

化審法第 24 条第１項に規定する政令で定めるべき製品 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

・金属の加工に使用するエッチング剤 

・メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物 

・はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤 

・半導体の製造に使用する反射防止剤 

・半導体の製造に使用するエッチング剤 

・半導体用のレジスト 

※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。 

 

Ⅲ技術上の基準に従わなければならない製品の指定 

Ⅰの表に掲げる化学物質が使用されている製品のうち、その形態から、環境を汚

染する可能性があるため、取り扱う場合に技術上の基準に従わなければならない製

品を下表のとおり指定することが適当であるとされた。 

化審法第 28条第２項に規定する技術上の基準に従わなければならない当該化学物質が

使用されている製品 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

※製品についての表現の仕方は今後変更があり得る。 

 

（３）第一種特定化学物質である PFOA関連物質の具体的物質の指定 

Ⅰ省令において指定する具体的な物質（別表） 

POPRC が示した PFOA 関連物質の例示的リストに収載されている物質の中から、
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POPRCにおいて示された参照文献を踏まえ、PFOAの生成が十分に考えられる物質と

して、以下のいずれかの要件を満たすものについて、三省省令において、別表のと

おり、指定することとされた。 

なお、別表の化学物質名については、対象となる化学物質が変更されない範囲で

必要に応じて変更することがある。 

（要件） 

①PFOA 又はその塩と化学反応を起こさせて得られる PFOA 誘導体（PFOA のエステル、

酸ハロゲン化物、アミド又は酸無水物） 

②炭化水素基に直接結合した炭素数７のペルフルオロアルキル基を有する化合物（ペ

ルフルオロオクタナール、炭素数９の γ－ω－ペルフルオロアルキル基を有する

化合物など） 

③ 炭素、フッ素、塩素、臭素、硫黄以外の原子が結合したＣ８のペルフルオロア ル

キル基を有する化合物（炭素数８のペルフルオロアルキルヨージド、ビス（ペルフ

ルオロオクチル）ホスフィン酸など） 

④８：２フルオロテロマー化合物及びその誘導体（８：２フルオロテロマーヨージド、

８：２フルオロテロマーオレフィン、８：２フルオロテロマー脂肪酸など） 
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